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研究成果の概要（和文）：近世のエルベ川以東のヨーロッパにおいて、農場領主制（グーツヘルシャフト）とい
うタイプの封建領主制が発展したことはよく知られている。農場領主制に関する研究は、これまで、主として農
業史的な観点から行われてきた。しかしながら、農場領主（グーツヘル）は自らの直営農場を経営しただけでな
く、しばしば自らの直営林をも経営した。本研究は、領主直営林における（をめぐる）領主と農民の関係につい
て、18‐19世紀ブランデンブルクにおけるプロイセン国王の御領林の事例に即して包括的に研究し、農場領主制
研究の視野を森林史の方面にも拡げることに貢献した。

研究成果の概要（英文）：In early modern Europe east of the Elbe River, a type of feudal lordship, 
demesne lordship (Gutsherrschaft), developed. The research on demesne lordship has mostly been 
conducted from agricultural history perspectives. The lords (Gutsherren), however, managed not only 
their demesne farms but often their own forests as well. I comprehensively examined the 
lords-peasants relationships in and around the lords’ forests, focusing on the case of Prussia’s 
royal forests in Brandenburg during the 18th and 19th centuries, in order to widen the scope of the 
research on demesne lordship.
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１．研究開始当初の背景 
（1）近代林学の発祥の地であるドイツでは、
もともと森林の歴史に関する研究の蓄積が
厚かったのだが、近年の環境問題への関心の
高まりなどにより森林史研究が一層進展し
てきている。だがその際、西部・南部ドイツ
に関する研究に比べて、東部ドイツに関する
研究はまだ少ない。そこで、ドイツ東北部（プ
ロイセン王国・ブランデンブルク州）を対象
として森林史研究を行うことには意味があ
ると考えた。 
 
（2）研究代表者は従来、近世のドイツ東北
部（エルベ川以東）に発展した領主制、すな
わち農場領主制（グーツヘルシャフト）に関
する研究を、とりわけプロイセン国王の御領
地（国王の所領）を事例に行ってきた。その
際、従来の研究にならって農場領主制を農業
史・農村史の観点から研究してきたのだが
（引用文献①）、研究を進める過程で、農場
領主制において森林（御領地では御領林）が
重要な役割を果たしていたこと、それにもか
かわらず従来ほとんど農場領主制の枠組み
の中では研究されていないことに気が付き、
その研究を開始した（引用文献②）。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、18-19 世紀プロイセンの
御領林をめぐる領主（プロイセン国王）と領
民との関係について包括的に考察すること
であった。その際とりわけ、領民が御領林に
対してもった権利（建築用木材受給権・粗朶
拾集権・林内放牧権）と義務（賦役義務）に
ついての調査を行った。ちなみに、これらの
御領林に対する領民の権利と義務は、国王の
領民に対する支配（農場領主制）の一環を成
している（下図を参照）。その意味で、本研
究は、これまでとりわけ農業史の観点から研
究が進められてきた農場領主制を、新たに森
林史の観点から考察することを目標とする
ものであった。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、プロイセン王国ブランデンブ
ルク州、なかでもクールマルクおよびポツダ
ム県における御領林経営の全体的方針につ
いて調査するとともに、御領林経営の実態を
具体的に把握するために、ひとつの御領林
（アルト‐ルピン営林区）についてミクロ分
析を行うという方法をとった。 
 そのため、ブランデンブルク州立中央文書
館（在ポツダム）所蔵のポツダム県林政関係
史料群（これには、クールマルク時代の古い
史料群も含まれる）のうち、御領林経営の全
体的方針・動向に関する史料（Generalia に
分類されたもの）と、アルトールピン営林区
に関する史料を用いた。 
 具体的な研究手順だが、ブランデンブルク
州立中央文書館を訪問し、おおまかに史料を
閲覧して必要な史料の複写を同館に依頼し、

同館から郵送されてきた複写史料を用いて
東京で史料分析を行い、論文を執筆する、と
いうものであった。この手順を、本研究を構
成する個々のテーマごとに繰り返した。 
  
４．研究成果 
（1）まず、御領林における領民の粗朶拾集
権に関する史料調査と分析を行った。粗朶と
は燃料用の木材であり、寒冷な気候のドイツ
では、粗朶は領民たちの生活にとって不可欠
のものであった。 
史料調査の結果明らかになったのは、御領

林当局が、領民が伝統的にもっていた粗朶拾
集権を、19 世紀初頭のプロイセン改革立法
（領主制の解消のための立法）以後も長らく
温存し、19 世紀後半になってようやくそれを
償却したことである。その際、当局は、18 世
紀半ばごろからの人口増加に際して、新参の
入植者にも粗朶拾集権を認め、また急増する
下層民に対しても、粗朶の拾集を恩恵的に認
めていった。19 世紀の後半になって粗朶拾集
権が償却されるに至ったが、償却は民衆の御
領林での粗朶拾集の終わりを意味したわけ
ではなかった。当局は、従来の粗朶拾集権者
（主として農民）の権利を償却する一方で、
増え続ける下層民（土地なし層）をより多く
御領林に受け入れ、必要な粗朶の拾集を許し
たのである。 
この研究成果については、2014 年に国内の

学会で口頭発表するとともに（学会発表③）、
2015 年にドイツの学術雑誌に論文として発
表した（雑誌論文①）。 
 

（2）次に、御領林における領民の林内放牧
権についての史料調査と分析を行った。ブラ
ンデンブルクでは、ヨーロッパ一般の例にも
れず、伝統的に有畜農業が行われており、農
家にとって家畜飼養は不可欠であった。その
際、農家は耕地や放牧地のみならず、森林も
家畜の放牧に利用したのである。 
史料分析の結果明らかになったことは、18

世紀半ば以降、御領林当局が森林経営（木材
生産）に力を入れ、若木を家畜の食害から守
るために保育林区（家畜の立入りが禁じられ
た区域）を拡大していく一方で、農家にとっ
て不可欠であった林内放牧の権利には、19 世
紀後半に至るまで基本的に手を付けなかっ
たことである。この木材生産と林内放牧との
間の利害対立と妥協の過程が、詳細に考察さ
れた。 
この研究成果については、2016 年に国内の

学会で報告した（学会発表②）。 
 
（3）さらに、御領林に対する領民の森林賦
役について、とりわけ領民が御領林に対して
もった建築用木材受給権と関係づけながら、
史料調査・分析を行った。 
従来の農場領主制研究においては、領主の

直営農場の存在が農場領主制の本質的な特
徴とされたために、領主の直営農場に対する



領民の賦役義務（農場賦役）が中心的なテー
マであり続けてきた。一方、領主の直営林の
存在と、それに対する領民の賦役義務（森林
賦役）についてはほとんど研究がなされてこ
なかったと言ってよい（下図参照）。そこで、
本研究では森林賦役について分析を行うこ
とで、これまでの農場領主制研究の視野を拡
げることを目指した。 

史料分析から明らかになったことは次の
とおりである。①御領地では、農場賦役は 15，
16 世紀に早くも発展し、1799 年の農場賦役
廃止勅令を契機に速やかに廃止されていっ
たのに対し、森林賦役は、1764 年に御領林に
おける人工造林が本格化したことを受けて、
1770～80 年代になってようやく求められる
ようになった。②森林賦役は、建築用木材受
給権の対価であり（上図参照）、その主な内
容はマツの植林であった。③農場賦役への抵
抗が強まっていた 18 世紀後半に農民たちが
新たに森林賦役を受け入れた理由は、それが
「広く薄い」負担であったこと、賦役労働（植
林）の成果を将来建築用木材として受給する
ことができたこと、農業好況で農場取得をめ
ぐる競争が生じ、領主が森林賦役を拒否する
農民を立ち退かせる可能性があったこと、な
どであった。④森林賦役は、19 世紀の前半を
通じてかなりの程度維持された。その理由は、
この時期に御領林の植林活動がもっとも大
規模におよび、また植林の失敗（再植林の必
要）も頻発したために、御領林当局が森林賦
役をなお必要としていたこと、一方、農民た
ちも建築用木材の受給に固執したこと、にあ
った。⑤だが中には、独の農民林を造り、御
領林への依存（建築用材受給と賦役）から脱
却していった農民もいた。 
以上の史実発見は、これまでの農場領主制

研究に対していかなる含意をもつであろう
か。近年の農場領主制研究は、18 世紀末にお
ける農民の賦役への強い抵抗とそれによる
領主＝農民関係の早期の解消を強調するが、
本研究は、農民の賦役への抵抗を過度に強調
することには慎重であるべきだとの結論に
至った。つまり農民たちは 18 世紀後半にな
って森林賦役を新たに受け入れ、それをしば
しば 19 世紀前半を通じて継続したからであ
る。だが、他方、この森林賦役の受容は、伝
統的な農場領主制研究が主張してきたよう
な農民の領主権力への従属の結果ではなか
った。農民は森林賦役を継続するかどうかを、

自ら選択したのである。 
 以上の研究成果につき、2018 年 5月に国内
の学会で報告を行った（学会発表①）。また
この研究は、農場領主制研究に対して比較的
重要な示唆を含むため、英文の国際ジャーナ
ルへの投稿を行った。研究期間内には採択さ
れるに至らなかったため、現在、引き続き採
択にむけて修正を重ねている。 
  
（4）最後に、以上の個々のテーマに関する
研究を綜合する形で、『農場領主制と森林』
（仮題）という著書の執筆を進め、粗い一次
原稿を作成しおえた。 
 御領林（領主直営林）をめぐる領主と農民
の関係を包括的に描き出し、それを、農場領
主制の農業史的側面に関する従来の研究成
果に接合することで、農場領主制についての
包括的・全体的な理解を提供することを目標
としている。 
本来、研究期間内にこの著書の原稿を脱稿

し、出版することを目標としていたが、実現
できなかった。近いうちにこの著書を出版し、
さらにドイツ語での出版にもとりかかりた
い。 
ちなみに、（3）と（4）の研究成果が研究

期間内に活字にならなかった一つの理由は、
2015年6月から2016年2月までの9ヶ月間、
ブランデンブルク州立中央文書館が移転の
ため閉鎖され、その間、予定していた史料調
査が行えず、研究に遅れが生じてしまったこ
とにある。 
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